
野田市情報公開条例の一部を改正する条例（案）及び野田市情報公開条例の解釈

及び運用の手引（改正案）に対する意見募集の結果について

パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり

です。

１ 政策等の題名

野田市情報公開条例の一部を改正する条例（案）及び野田市情報公開条例の解

釈及び運用の手引（改正案）

２ 意見の募集期間

平成３０年８月２８日（火曜日）から平成３０年９月２６日（水曜日）まで

３ 意見の募集結果

①提出者数・意見数 ２人 ４件

②提出方法 直接持参 ０人 ０件

郵送 ０人 ０件

ＦＡＸ ０人 ０件

Ｅメール ２人 ４件

③政策等に反映した意見 ３件

４ 意見の概要と市の考え方

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

全体

１ 私は、野田市に情報公開請求を

し始めてから、２０数年が経過し

ました。当初は、所謂のり弁とも

言われたように、黒塗り部分が必

要以上に目につきました。明らか

に、その必要のない箇所までもが

その対象とされていたように思

います。

さて、この度、情報公開制度の

運用の見直しをされたというこ

とで、その改正案が提示されたと

ころです。

新旧とを比較するに当たり、従

来と比較し、より進歩したように

見受けられます。特に、運用のた

めの手引きは従来は職員向けの

ものであったのが、見直し後は市

今回の運用の見直しでは、これ

までの条例の解釈及び運用の手

引が法文的な書き方で読みにく

く、職員に読まれず、活用されな

かったこと及び職員への研修が

不十分であったということを問

題点として挙げ、その改善策とし

て、職員が読みやすいものを意識

して重要な点を「摘要」に記載し、

開示請求については、担当課の職

員も日常的に使う部分なので、抜

粋してマニュアル化しました。今

後は、全職員に対し、「条例の解

釈及び運用の手引」及び「開示請

求対応マニュアル」を周知すると

ともに、職員への研修を行うこと

により、条例の運用を徹底してま

修正無し



№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

ホームページで公表するという

ことです。このことは、より開か

れたことと評価したいと思いま

す。ただ、当改正案が施行された

として、より、的確に運用がなさ

れるのであろうか？と危惧を抱

いたのも事実です。それは、趣旨

のところで、野田市の情報「公開

制度の運用は適正に行われてお

りますが職員に条例の解釈及び

運用の手引きが活用されており

ません。としていますが、なぜ、

運用されなかったのか、という問

題点及び改善策が明らかにされ

ていません」そのようなことから

一縷の不安を抱かざるを得ませ

ん。当、改正案が絵に描いた餅に

ならないように、と切に願うもの

です。ご承知の通り、情報公開制

度は民主主義の根幹であるとこ

ろの市民の知る権利を基本とし

ています。それと同時に、公文書

は国民・市民の所有物であり財産

です。であることからも、昨今、

国政で大問題になっている、勝手

に改ざん若しくは廃棄をするな

どはもってのほかです。改正後の

野田市の取り組みに期待してい

ます。

いります。

野田市情報公開条例の一部を改正する条例

２ 第２条第２号ただし書イ

本項は、公文書管理法が言う

「歴史公文書等」の扱いにも係わ

る事項と思われる。

「歴史的な資料」との表記に留

めず、「歴史的な資料（行政文書

及び郷土資料）」と明確に資料の

内容について表記すべきではな

いか。

条例第２条第２号は、行政文書

の意義を規定しており、同号アと

ご指摘のありました同号イに掲

げるもの以外を行政文書と定義

付けています。

同号イの文書は、「貴重な資料

の保存、学術研究への寄与等の観

点から、それぞれ定められた公開

の範囲、手続等の基準により公開

修正無し

（野田市

情報公開

条例の解

釈及び運

用の手引

に修正有

り）



№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

ちなみに、野田市ホームページに

ある興風図書館の仕事の内容に

「行政資料及び郷土資料の収集、

整備、保存及び利用に関するこ

と。」とある。

すべき文書」として位置付けてい

るため、情報公開条例における行

政文書から除外しているもので、

具体的には、図書館の仕事として

収集する「行政資料及び郷土資

料」を想定しています。

しかしながら、条例で具体的に

歴史的な資料の内容まで規定す

ることは、他団体の条例にも例が

なく、「歴史的な資料」という条

例案の規定で十分であると考え

るため、御意見のような規定をし

ないこととします。

ただし、条例の運用に参考とな

る例示であることから、野田市情

報公開条例の解釈と運用の手引

に記載することといたします。

野田市情報公開条例の解釈及び運用の手引

３ (1) 表紙、裏表紙

表紙と裏表紙を付け、文書名、

野田市の文書である旨の表記、

目次、文書の所管部門名、初版

作成日、改正履歴などを明らか

にするべき。

(1) 表紙、裏表紙について

今回の意見募集に当たっては、

分かりやすくするため改正案を

新旧対照表形式で公表しており

ますが、実際の手引には、表紙と

裏表紙を付け、文書名、野田市の

文書である旨の表記、目次、文書

の所管部門名、策定年月日を記載

します。また、改正履歴について

は、当該制度の運用に関する改善

の経過を示す重要な情報となり

得ることから、単に誤字を訂正す

るものを除き、記載してまいりま

す。

修正有り

(2) 審査請求の流れ

Ｐ７１の「審査請求書の写し

を提供するサービスは行わな

い。」については、情報公開制

度に限らず、野田市の全ての事

務において共通的に調整する

(2) 審査請求の流れ

審査請求の制度においては、審

査請求人が審査請求書の控えを

持参した場合は、希望に応じて受

付印を押印し、控えを持参してい

ない場合でも、審査請求人からの
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必要があるのではないか。例え

ば、住民監査請求制度、部局へ

の請願制度、議会への陳情制度

など。現状では、市民が何処に

提出するものかを考えて、時に

は２部持参したり、時には１部

持参で無料で写しを交付して

もらえたりバラバラの対応が

されている実態がある。

希望があれば、審査請求が確かに

受け付けられたことの証として

受付印を押した審査請求書（資料

が添付されていた場合、当該資料

を除く。）の写しを作成し、提供

する運用とすることにいたしま

す。

「野田市の全ての事務におい

て共通的に調整する」ことにつき

ましては、住民監査請求、各部局

への請願及び議会への陳情につ

いては、上記審査請求の制度の運

用と同様とします。その他の制度

につきましては、それぞれの事務

の処理件数や受付証の交付など

の代替サービスの有無、申出への

応答の即時性等を勘案して、同様

の取扱いが行えるよう検討して

まいります。

情報公開条例に基づく開示請求対応マニュアル（野田市情報公開条例の解釈及び運用

の手引の別冊）

４ 表紙に野田市の文書である旨

の表記、初版作成日の他、改正履

歴を明らかにするべき。

初版作成日については、裏表紙

に策定年月日を記載しておりま

す。野田市の文書である旨につい

ては、表紙に表記を追加し、改正

履歴については、当該制度の運用

に関する改善の経過を示す重要

な情報となり得ることから、単に

誤字を訂正するものを除き、記載

してまいります。

修正有り



